
菅
原
道
真
と
二
人
の
王

　
　
　
1
『
菅
家
文
草
』
巻
六
・
四
五
二
番
詩
の
「
二
天
」
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
下

、
は
じ
め
に

綾
子

　
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
三
日
、
宇
多
天
皇
は
十
三
歳
の
敦
仁
親
王
（
醍
醐
）
に
譲
位

す
る
。
宇
多
は
譲
位
に
際
し
、
政
務
や
帝
王
と
し
て
の
心
構
え
に
つ
い
て
記
し
た
『
寛
平
御

遺
誠
』
を
与
え
た
。
ま
た
、
摂
関
家
の
藤
原
時
平
と
と
も
に
、
菅
原
道
真
ら
腹
心
を
新
政
府

の
中
枢
に
据
え
、
実
務
の
上
で
も
理
念
の
上
で
も
醍
醐
を
教
導
し
よ
う
と
し
た
。

　
こ
の
宇
多
と
醍
醐
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、

争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
宇
多
に
院
政
的
な
権
威
・
権
力
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
で

あ
る
。
所
功
氏
は
、
後
代
の
院
政
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
意
味
は
、
見
出
し
が
た
い
と
さ
れ
る
（
↓
。

貝
崎
徳
衛
氏
は
判
断
を
保
留
と
さ
れ
つ
つ
も
、
特
に
、
譲
位
か
ら
昌
泰
四
年
（
1
1
延
喜
元
年
・

九
〇
「
）
正
月
二
十
五
日
の
菅
原
道
真
左
遷
事
件
ま
で
の
期
間
は
、
宇
多
の
権
威
が
醍
醐
を

上
回
っ
て
い
た
と
見
倣
し
て
お
ら
れ
る
（
2
）
。
河
内
祥
輔
氏
は
、
そ
の
時
期
を
ま
さ
に
宇
多
の

「
院
政
」
時
代
と
さ
れ
、
宇
多
が
「
父
子
一
体
化
の
観
念
を
強
調
」
し
て
、
天
皇
醍
醐
の
上

に
「
君
臨
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
読
み
取
ら
れ
る
（
3
）
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
宇
多
・
醍
醐
両
帝
に
仕
え
た
、
菅
原
道
真
の
詩
に
注
目
す

る
。
道
真
は
、
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
正
月
三
日
、
両
帝
の
初
め
て
の
朝
観
行
幸
に
臨
ん
で
、

「
賦
二
殿
前
梅
花
［
、
応
二
太
皇
製
二
（
『
菅
家
文
草
』
巻
六
・
四
五
二
）
（
4
v
を
詠
じ
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
み
え
る
「
二
天
」
は
、
両
帝
を
表
す
語
と
し
て
特
に
興
味
深
い
（
5
）
。
こ
の
「
二

天
」
の
読
解
を
通
じ
て
、
道
真
が
両
帝
の
関
係
、

の
よ
う
に
表
現
し
、
演
出
し
た
か
を
考
察
す
る
。

二
、
「
二
天
」
－
二
人
の
王
1

（一

j
本
文
を
掲
げ
る
。

あ
る
い
は
、
両
帝
と
自
身
の
関
係
を
、
ど

笑
松
嘲
竹
独
寒
身
　
　
松
を
笑
ひ
竹
を
嘲
る
　
独
り
寒
き
身

看
是
梅
花
絶
不
隣
　
　
看
よ
や
こ
れ
梅
花

何
事
繁
華
今
日
陪
　
　
何
事
ぞ
　
繁
華

一
朝
応
過
二
天
春

か
　
　
　
　
　
と
な
り

絶
つ
て
隣
せ
ず

　
　
は
む
ぺ

今
日
陪
る
こ
と

｝
朝
　
過
ぐ
る
な
ら
む
　
二
天
の
春

干
時
天
子
、
朝
観
　
　
時
に
天
子
、
太
上
皇
に
朝
観
す
、

太
上
皇
、
故
云
。

か
る
が
ゆ
ゑ

故
に
云
ふ
。

　
当
日
の
こ
と
は
、
『
日
本
紀
略
』
に
「
天
皇
朝
二
観
太
上
皇
於
朱
雀
院
一
、
以
レ
入
；
新
年
一
也
。

賦
二
庭
中
梅
花
之
詩
一
（
天
皇
　
太
上
皇
を
朱
雀
院
に
朝
観
す
。
新
年
に
入
る
を
以
て
す
る
な

り
。
庭
中
の
梅
花
の
詩
を
賦
す
）
」
（
6
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
親
行
幸
と
は
、
天
皇
が
父
母
の

居
所
に
赴
き
、
そ
の
面
前
で
拝
舞
す
る
儀
礼
を
い
う
。
こ
の
記
事
に
は
、
醍
醐
天
皇
が
父
の
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宇
多
上
皇
に
会
う
た
め
に
、
当
時
宇
多
が
居
所
と
し
て
い
た
朱
雀
院
を
訪
ね
た
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。

　
作
品
の
大
意
は
、
朝
観
行
幸
の
日
、
そ
の
一
日
に
「
二
天
の
春
」
、
す
な
わ
ち
、
二
日
分
の

光
や
暖
か
さ
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
「
梅
花
」
が
盛
ん
に
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
　
「
二
天
」
は
、
川
口
久
雄
氏
が
「
二
人
の
天
子
」
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
と
お

り
（
7
）
、
宇
多
と
醍
醐
を
表
す
。
比
興
表
現
に
よ
り
、
宇
多
と
醍
醐
の
恩
恵
が
称
賛
さ
れ
、
ま

た
、
よ
う
や
く
叶
え
ら
れ
た
、
一
日
限
り
の
両
帝
の
対
面
が
祝
福
さ
れ
て
い
る
（
8
）
。

　
注
目
し
た
い
の
は
、
す
で
に
譲
位
し
た
宇
多
が
、
「
天
」
と
表
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
天
子

が
二
人
、
と
は
、
宇
多
が
、
現
在
の
天
皇
で
あ
る
醍
醐
と
、
あ
た
か
も
同
等
で
あ
る
か
の
よ

う
な
表
現
で
あ
る
。
宇
多
が
本
来
の
位
置
づ
け
よ
り
も
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
仮
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
谷
口
孝
介
氏
は
、
こ
れ
を
道
真
の
「
特
殊
な
立
場
の
自

己
投
影
」
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
、
道
真
が
朱
雀
院
の
宇
多
に
、
「
聖
君
主
に
よ
る
用
賢
政
治
の

理
想
」
を
託
し
て
い
た
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
す
）
。

　
し
か
し
、
「
二
天
」
の
一
般
的
な
意
味
は
違
う
。
「
二
天
」
と
は
、
天
恩
を
も
た
ら
す
天
の

ほ
か
に
も
う
一
天
を
設
け
る
ほ
ど
感
謝
し
て
い
る
、
と
い
う
喩
え
で
、
恩
人
を
表
す
。
「
天
」

は
宇
宙
を
支
配
す
る
天
帝
、
あ
る
い
は
、
天
帝
の
命
に
よ
り
人
間
界
を
治
め
る
天
子
、
と
い

う
絶
対
的
な
も
の
を
表
す
の
で
、
こ
の
世
に
ひ
と
つ
し
か
存
在
し
な
い
。

　
代
表
的
な
用
例
は
、
『
後
漢
書
』
巻
三
十
一
・
列
伝
・
第
二
十
一
蘇
章
、

太
守
喜
日
、
人
皆
有
一
天
、
我
独
有
二
天

（
太
守
　
喜
び
て
日
く
、
人
皆
一
天
有
り
、
我
独
り
二
天
有
り
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
芸
文
類
聚
』
第
五
十
・
職
官
部
・
六
刺
史
や
『
全
唐
詩
』
に
も
収
め
ら

れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』
に
お
け
る
用
例
は
、
当
該
詩
以
外
に
は
一
例
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
恩
人
の
意
と
解
さ
れ
て
い
る
。
「
路
遇
二
白
頭
翁
一
」
（
巻
三
・
二
二
一
）
の
、

二
天
五
袴
康
衙
類
／
多
黍
両
岐
道
路
声

（
二
天
五
袴

か
う
く
　
　
た
た
へ
こ
と

康
衙
の
　
頒
／
多
黍
両
岐

道
路
の
声
）

で
あ
る
。
同
作
は
、
讃
岐
守
と
な
っ
た
道
真
が
、
九
十
八
歳
の
「
白
頭
翁
」
と
の
問
答
形
式

に
よ
り
、
前
任
者
の
安
倍
興
行
と
藤
原
保
則
の
治
績
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、

ま
さ
に
そ
の
善
政
に
よ
っ
て
、
民
衆
が
巷
間
で
歓
喜
の
声
を
あ
げ
る
場
面
で
あ
る
。
川
口
氏

注
釈
は
、
『
後
漢
書
』
の
良
吏
伝
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
五
袴
」
は
同

書
廉
萢
伝
の
、
五
着
の
袴
を
も
つ
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
た
民
衆
が
、
道
路
に
出
て
善
政
を
謳
い

上
げ
た
故
事
に
よ
っ
て
お
り
、
「
多
黍
両
岐
」
は
同
書
張
堪
伝
に
お
け
る
豊
作
の
喩
、
「
麦
穂

両
岐
」
に
よ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
二
天
」
も
、
先
に
挙
げ
た
蘇
章
伝
を
踏
ま
え
て
い
る
と

い
う
。
し
か
し
、
道
真
の
詩
に
は
、
「
愚
翁
幸
に
保
安
の
徳
に
遇
へ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
同

作
は
「
保
」
保
則
と
「
安
」
安
倍
興
行
を
賛
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
二
天
」
に
は
、

恩
人
の
意
の
ほ
か
に
、
民
衆
が
戴
い
た
二
代
の
国
守
、
と
い
う
意
も
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
史
書
に
は
、
二
人
の
上
皇
を
表
す
用
例
が
あ
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）

閏
二
月
廿
七
日
己
亥
是
日
条
で
あ
る
。
六
国
史
に
お
け
る
「
二
天
」
の
用
例
が
、
こ
の
一
例
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の
み
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
『
賃
本
三
代
実
録
』
が
道
真
の
撰
に
よ
る
こ
と
か
ら
、

品
と
の
関
連
は
深
い
で
あ
ろ
う
。

道
真
作

廿
七
日
己
亥
。
…
是
日
。
　
今
上
抗
表
請
被
納
　
太
上
天
皇
御
封
日
。
臣
誰
言
。
…
臣

聞
諸
遺
老
。
承
和
之
始
。
前
後
太
上
天
皇
並
存
於
世
。
当
斯
時
也
。
封
分
二
天
。
租
入

両
処
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
ま
つ

（
廿
七
日
己
亥
。
…
是
の
日
、
今
上
、
表
を
抗
り
て
、
太
上
天
皇
の
御
封
を
納
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
な
ま
を
　
　
　
　
　
　
こ
れ

む
こ
と
を
請
ひ
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
臣
誰
言
す
、
…
臣
諸
を
遺
老
に
聞
く
に
、
承
和
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は

始
、
前
後
の
太
上
天
皇
並
び
に
世
に
存
し
き
。
斯
の
時
に
当
り
て
、
封
を
二
天
に
分
ち

て
、
租
を
両
処
に
入
れ
き
と
。
）
（
1
0
）

「
臣
誰
言
」
の
「
臣
」
と
は
陽
成
天
皇
を
指
す
。
御
封
を
受
け
取
ら
な
い
清
和
上
皇
に
対
す

る
、
抗
議
の
書
状
で
あ
る
。
「
二
天
」
の
語
は
、
仁
明
天
皇
の
時
代
「
承
和
」
に
「
前
後
太
上

天
皇
」
、
嵯
峨
上
皇
と
淳
和
上
皇
が
並
び
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
「
二
天
」
も
御
封
を
分
け
た
、

と
い
う
内
容
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
二
天
」
が
、
嵯
峨
と
淳
和
と
い
う
二
人
の
上

皇
を
意
味
し
て
い
る
。
嵯
峨
に
は
、
宇
多
と
同
じ
く
、
家
父
長
的
か
つ
院
政
的
な
権
威
が
窺

え
る
こ
と
か
ら
（
1
1
）
、
非
常
に
興
味
深
い
用
例
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
宇
多
・
醍
醐
が
上

皇
と
天
皇
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
嵯
峨
・
淳
和
は
二
人
と
も
上
皇
で
あ
り
、
身
分
の
上
で
は

同
等
と
見
倣
せ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
後
考
を
期
し
た
い
。

　
　
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
う
え
づ

　
中
国
の
文
芸
作
品
に
目
を
転
じ
た
い
。
唐
の
張
説
（
1
2
）
に
よ
る
「
東
都
酷
宴
」
に
は
、

皇
帝
玄
宗
と
そ
の
父
、
太
上
皇
帝
容
宗
を
表
す
例
が
み
え
る
。
四
部
叢
刊
本
、
集
部
『
張
説

之
文
集
』
巻
五
・
雑
詩
に
よ
る
本
文
を
掲
げ
る
（
1
3
）
。

尭
舜
伝
天
下
、
同
心
致
太
平
。
吾
君
内
挙
聖
、
遠
合
至
公
情
。
錫
命
承
　
業
、

崇
親
享
大
名
。
二
天
資
広
運
、
両
曜
益
斉
明
。
道
暢
昆
虫
楽
、
恩
深
朽
盈
栄
。

皇
輿
久
西
幸
、
留
鎮
在
東
京
。
合
宴
千
官
入
、
分
曹
百
戯
呈
。
楽
来
嫌
景
遽
、

酒
著
誘
寒
軽
。
喜
気
連
雲
閣
、
歓
呼
動
洛
城
ゆ
人
間
知
幾
代
、
今
日
見
河
清
。

（
発
舜
　
天
下
を
伝
へ
、
同
心
　
太
平
を
致
す
。
吾
が
君
　
聖
を
内
挙
し
て
、
遠
く
至
公

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
ひ
ぎ
や
う

の
情
に
合
ふ
。
命
を
錫
ひ
て
　
業
を
承
け
、
親
を
崇
と
び
大
名
を
享
く
。
二
天
広
運

　
た
す
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
め
い
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
う
と

を
資
け
、
両
曜
　
斉
明
を
益
す
。
道
暢
び
て
昆
虫
楽
し
み
、
恩
深
う
し
て
朽
姦
栄
ゆ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ

皇
輿
　
西
幸
す
る
こ
と
久
し
く
、
留
鎮
東
京
に
在
り
。
宴
に
合
ふ
に
千
官
入
り
、
曹

を
分
く
る
に
百
戯
を
呈
す
。
楽
し
み
来
り
て
景
遽
を
嫌
ひ
、
酒
著
か
に
し
て
寒
軽
を
誘

し
む
。
喜
気
　
雲
閣
に
連
な
り
、
歓
呼
　
洛
城
を
動
か
す
。
人
間
　
幾
代
を
知
り
、

今
日
　
河
清
を
見
る
。
）

全
体
は
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
前
半
部
に
お
い
て
は
、
容
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宗
と
玄
宗
を
尭
と
舜
に
喩
え
て
そ
の
徳
を
謳
い
上
げ
、
「
皇
輿
久
西
幸
」
か
ら
始
ま
る
後
半
部

は
、
宴
の
盛
会
で
あ
る
さ
ま
を
描
く
。

　
こ
の
作
品
に
は
序
文
が
併
収
さ
れ
て
お
り
、
成
立
事
情
が
明
ら
か
で
あ
る
。
先
天
元
年
（
七

一
二
）
十
月
、
「
東
都
留
守
」
の
章
安
石
を
中
心
に
（
1
4
）
、
周
辺
諸
国
の
文
官
武
官
ら
に
よ
り

大
規
模
な
祝
宴
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
詠
ま
れ
た
の
が
、
こ
の
作
品
を
含
む
五
首
で
あ
る
。

宴
の
内
容
は
と
い
う
と
、
そ
の
約
二
ヶ
月
前
の
延
和
元
年
（
1
1
先
天
元
年
・
七
一
二
）
八
月

庚
子
条
に
「
帝
伝
位
子
皇
太
子
（
帝
　
位
を
皇
太
子
に
伝
ふ
）
」
（
『
旧
唐
書
』
本
紀
第
七
・
容

宗
（
李
旦
）
）
と
、
容
宗
が
玄
宗
に
譲
位
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宴
と
同
じ
月
の

記
事
と
し
て
、
「
冬
十
月
庚
子
、
皇
帝
親
謁
太
廟
礼
畢
、
御
延
喜
門
、
大
赦
天
下
（
冬
十
月

庚
子
、
皇
帝
親
ら
太
廟
に
謁
し
、
礼
畢
り
て
、
延
喜
門
に
御
し
、
天
下
に
大
赦
す
）
」
と
、
長

安
の
宮
城
に
お
い
て
、
玄
宗
が
「
太
廟
」
に
詣
で
、
先
祖
の
霊
に
帝
位
の
拝
受
を
報
告
し
た

こ
と
や
、
太
極
殿
の
東
南
に
あ
る
延
喜
門
に
お
い
て
民
衆
の
祝
賀
を
受
け
た
こ
と
、
そ
し
て

大
赦
の
執
行
が
み
え
る
。
従
っ
て
、
こ
の
宴
は
、
礼
拝
儀
礼
に
よ
る
実
質
的
な
即
位
を
祝
う

も
の
と
み
な
し
て
よ
い
。
詩
題
「
東
都
酷
宴
」
の
「
醜
宴
」
と
は
、
天
子
が
臣
下
や
民
衆
に

酒
食
を
賜
わ
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
天
子
が
同
席
し
な
い
場
合
で
も
勅
許
に
よ
っ
て
宴
会

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
「
東
都
」
は
、
西
の
長
安
に
対
す
る
東
の
洛
陽
を
指
し
、
ま
た
、

宴
の
中
心
人
物
で
あ
る
卑
安
石
の
役
職
「
東
都
留
守
」
の
「
留
守
」
と
は
、
天
子
の
行
幸
や

出
陣
の
間
に
都
を
守
る
こ
と
を
い
う
の
で
、
こ
の
宴
は
、
長
安
に
お
け
る
玄
宗
の
即
位
儀
礼

を
受
け
て
、
臣
下
た
ち
が
洛
陽
の
地
で
催
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
作
品
本
文
で
あ
る
。
「
二
天
」
の
含
ま
れ
る
前
半
部
を
解
釈
し
た
い
。
「
尭
舜
伝
天

下
」
と
は
、
尭
と
舜
の
間
で
禅
譲
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
表
し
、
容
宗
と
玄
宗
の
皇
位
継
承
を

称
え
る
。
「
同
心
致
太
平
」
は
、
尭
と
舜
が
心
を
ひ
と
つ
に
し
て
世
の
太
平
に
努
め
て
い
る
様

子
を
い
う
。
「
錫
命
承
　
業
」
は
天
命
を
受
け
て
天
子
と
い
う
大
業
を
受
け
継
い
だ
こ
と
、
「
崇

親
享
大
名
」
は
親
を
尊
ん
で
名
声
を
受
け
た
こ
と
を
い
い
、
「
同
心
致
太
平
」
と
同
じ
く
皇
位

の
継
承
を
表
す
。
そ
し
て
、
「
二
天
資
広
運
」
の
「
二
天
」
は
、
前
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

尭
と
舜
、
容
宗
と
玄
宗
を
表
す
。
「
広
運
」
は
『
尚
書
』
「
偽
古
文
大
禺
護
」
に
お
け
る
尭
へ

の
賛
辞
、
「
都
、
帝
徳
広
運
、
乃
聖
乃
神
、
乃
武
乃
文
。
皇
天
春
命
、
奄
二
有
四
海
一
、
為
二
天

　
　
　
あ
あ

下
君
一
（
都
、
帝
徳
広
運
に
し
て
、
乃
ち
聖
乃
ち
神
、
乃
ち
武
乃
ち
文
。
皇
天
春
命
し
て
、
四

海
を
奄
有
せ
し
め
、
天
下
の
君
と
為
ら
し
む
）
」
（
1
5
）
に
基
づ
く
言
葉
で
、
徳
が
広
く
行
き
渡

る
意
で
あ
る
。
「
二
天
資
広
運
」
と
対
句
に
な
っ
て
い
る
「
両
曜
益
斉
明
」
は
、
「
両
曜
」
が

二
つ
の
光
、
具
体
的
に
は
日
月
の
光
を
表
し
、
「
斉
明
」
が
道
理
に
明
ら
か
な
こ
と
、
正
し
い

こ
と
を
表
す
。
「
資
」
と
「
益
」
が
組
に
な
っ
た
「
資
益
」
と
い
う
熟
語
は
、
カ
を
与
え
て
助

け
増
や
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
皇
帝
が
二
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
広
運
」
「
斉
明
」
が
増

大
し
た
、
と
い
う
意
味
で
、
二
人
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
後

の
「
道
暢
昆
虫
楽
、
恩
深
朽
姦
栄
」
は
、
道
が
長
く
の
び
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
人
と
し
て

行
う
べ
き
道
が
全
う
さ
れ
、
天
子
の
恩
恵
が
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
る
の
で
、
昆
虫
や
木
喰
い

虫
の
よ
う
な
小
さ
な
存
在
ま
で
が
楽
し
み
栄
え
る
、
と
い
う
恩
沢
を
称
え
る
表
現
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
発
と
舜
と
は
、
古
代
中
国
の
聖
天
子
で
あ
り
、
禅
譲
の
行
わ
れ
た
例
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
禅
譲
と
は
、
政
権
交
替
の
一
形
式
で
、
先
の
皇
帝
が
有
徳
者
を
選
ん
で
位
を

譲
る
も
の
を
い
い
、
儒
教
的
観
念
に
お
い
て
理
想
化
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
放
伐
と
い

う
形
式
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
皇
帝
を
追
放
・
討
伐
し
て
新
王
朝
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を

い
う
。
『
孟
子
』
「
梁
恵
王
」
に
「
湯
放
レ
桀
、
武
王
伐
レ
紺
、
有
レ
諸
（
湯
桀
を
放
ち
、
武
王
紺

を
伐
つ
、
こ
れ
あ
り
や
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
典
型
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
股
の
湯
王
が
夏
の
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桀
王
を
、
周
の
武
王
が
股
の
紺
王
を
討
伐
し
た
例
で
あ
る
。
禅
譲
も
放
伐
も
、
と
も
に
天
命

思
想
、
す
な
わ
ち
、
天
下
は
天
命
を
受
け
た
有
徳
者
が
統
治
す
る
べ
き
、
と
い
う
観
念
に
基

づ
く
。

　
尭
は
不
肖
の
息
子
・
丹
朱
の
代
わ
り
に
、
虞
舜
を
後
継
者
に
し
た
。
『
尚
書
』
「
尭
典
」
に

よ
る
と
、
丹
朱
が
除
外
さ
れ
た
理
由
は
、
言
葉
に
誠
が
な
く
人
と
争
う
こ
と
で
あ
り
、
舜
が

推
薦
さ
れ
た
理
由
は
、
頑
迷
な
父
、
口
や
か
ま
し
い
母
、
傲
慢
な
弟
に
対
し
て
も
「
克
譜
、

以
レ
孝
蕉
黙
、
又
二
不
格
姦
一

よ
　
　
や
は
ら

（
克
く
譜
ぎ
て
、
孝
を
以
て
蒸
然
と
し
て
、

を
さ又

め
て
格
姦
せ
ざ

ら
し
む
ご
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
「
蕉
煮
」
は
盛
ん
に
興
る
さ
ま
で
、
『
広
雅
』
釈
訓
に
よ
れ

ば
「
孝
」
を
表
す
。
　
「
格
姦
」
は
、
感
化
に
よ
っ
て
悪
事
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ

る
（
1
6
）
。
舜
は
尭
の
摂
政
を
二
十
八
年
間
務
め
た
の
ち
、
帝
位
に
就
く
。

　
作
品
本
文
に
お
け
る
発
と
舜
の
解
釈
に
、
有
効
な
の
が
序
文
の
一
節
で
あ
る
。

生
尭
舜
於
天
属
見
文
武
於
同
時

（
箋
・
舜
の
天
属
に
生
じ
、
文
・
武
の
同
時
に
見
ゆ
）

容
宗
と
玄
宗
が
、
発
と
舜
、
そ
し
て
「
文
武
」
と
い
う
、
二
組
二
代
の
聖
帝
に
喩
え
ら
れ
て

い
る
。
「
生
尭
舜
於
天
属
」
の
「
天
属
」
と
は
、
天
与
の
繋
が
り
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
父

子
兄
弟
を
い
う
。
し
か
し
、
尭
舜
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
血
の
繋
が
り
が
な
い
。

よ
っ
て
、
文
意
と
し
て
は
、
尭
舜
の
よ
う
な
二
人
の
有
徳
者
が
、
「
天
属
」
、
他
人
で
は
な
く

父
子
と
い
う
血
縁
関
係
に
お
い
て
発
生
し
た
、
と
し
て
、
容
宗
と
玄
宗
に
お
け
る
徳
と
血
統

を
称
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
「
文
武
」
は
、
周
の
文
王
と
武
王
を
指
す
。
周
王
朝

の
開
祖
で
、
儒
教
思
想
に
お
い
て
聖
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
発
・
舜
と
は
違
っ
て
実
の
父
子

で
あ
る
。
「
見
文
武
於
同
時
」
と
は
、
父
子
、
つ
ま
り
在
位
時
代
の
前
後
す
る
文
王
と
武
王
が

同
時
に
現
れ
た
よ
う
だ
、
と
い
う
称
賛
の
比
喩
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
二
王

が
同
時
に
出
現
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
二
皇
帝
が
並
立
し
て
い
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
容
宗
と
玄
宗
の
ど
ち
ら
も
が
皇
帝
と
見
倣
さ
れ
て
お
り
、
両
者
の
権

威
が
同
等
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
挙
げ
た
、
延
和
元
年
（
七
一
二
）
人
月
庚
子
の
譲
位
記
事
に
は
、
容
宗
が
譲
位
後
も

実
質
的
な
皇
帝
権
を
保
有
し
て
お
り
、
玄
宗
を
上
回
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
が
付
載
さ
れ
て

い
る
。

八
月
庚
子
、
帝
伝
位
干
皇
太
子
、
自
称
太
上
皇
帝
、
五
日
一
度
受
朝
於
太
極
殿
、
自
称

日
朕
、
三
品
已
上
除
授
及
大
刑
獄
、
並
自
決
之
、
其
処
分
事
称
諾
、
令
。
皇
帝
毎
日
受

朝
於
武
徳
殿
、
自
称
日
予
、
三
品
已
下
除
授
及
徒
罪
並
令
決
之
、
其
処
分
事
称
制
、
勅
。

（
八
月
庚
子
、
帝
位
を
皇
太
子
に
伝
へ
、
自
ら
太
上
皇
帝
と
称
す
。
五
日
に
一
度
朝
を
太

極
殿
に
於
て
受
け
、
自
ら
称
し
て
朕
と
日
ふ
。
三
品
已
上
の
除
授
及
び
大
刑
獄
並
び
に

之
を
自
ら
決
し
、
其
の
処
分
の
事
を
諾
・
令
と
称
す
。
皇
帝
　
毎
日
朝
を
武
徳
殿
に
於

て
受
け
、
自
ら
称
し
て
予
と
日
ふ
。
三
品
已
下
の
除
授
及
び
徒
罪
並
び
に
之
を
決
せ
し

め
、
其
処
分
の
事
を
制
・
勅
と
称
す
。
）

象
徴
的
な
の
は
、
容
宗
の
「
太
上
皇
帝
」
と
い
う
尊
号
で
あ
る
。
ま
た
、
朝
賀
と
い
う
、
皇

帝
が
内
外
の
臣
下
に
謁
見
し
て
王
権
を
示
す
儀
礼
を
、
宮
城
の
中
心
で
あ
る
「
太
極
殿
」
に

お
い
て
行
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
刑
罰
に
お
け
る
権
限
に
は
、
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明
確
な
格
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
容
宗
が
「
三
品
已
上
」
の
任
官
や
「
大
刑
獄
」
を
「
自

決
」
す
る
権
限
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
「
皇
帝
」
で
あ
る
玄
宗
に
は
「
三
品
巳
下
」
の
任
官
や

「
徒
罪
」
を
「
令
決
」
、
間
接
的
に
裁
可
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
（
1
7
）
。

　
そ
の
背
景
に
は
、
容
宗
の
妹
・
太
平
公
主
に
よ
る
陰
謀
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
こ
で
は

立
ち
入
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
玄
宗
は
翌
年
の
先
天
二
年
（
七
＝
二
）
七
月
甲
子
に
は
、
太

平
公
主
と
そ
の
一
派
で
政
権
の
中
枢
に
関
わ
っ
て
い
た
者
た
ち
を
処
分
し
、
太
上
皇
帝
の
度

を
越
し
た
権
限
を
奪
う
。
そ
し
て
、
同
年
十
二
月
に
は
開
元
と
改
元
し
て
、
「
開
元
の
治
」
と

称
さ
れ
る
、
皇
帝
親
政
を
開
始
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
、
張
説
の
「
東
都
醜
宴
」
に
お
け
る
「
二
天
」
と
は
、
容
宗
と
玄
宗
を
古
代
中
国

の
聖
帝
で
あ
る
尭
と
舜
に
準
え
、
そ
の
徳
と
血
統
を
称
賛
す
る
言
葉
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
も
、
そ
の
背
景
に
は
、
太
上
皇
帝
で
あ
る
容
宗
の
権
威
を
、
皇
帝
の
玄
宗
よ
り
も

高
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
え
た
。
つ
ま
り
、
「
二
天
」
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
子
の
皇
帝

で
は
な
く
、
父
の
太
上
皇
帝
を
賛
仰
す
る
言
葉
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
三
）

　
張
説
の
「
東
都
醜
宴
」
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
道
真
の
「
賦
二
殿
前
梅
花
一
、
応
二
太
皇

製
一
」
（
巻
六
・
四
五
二
）
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。

　
「
二
天
」
で
あ
る
宇
多
・
醍
醐
は
、
容
宗
・
玄
宗
と
同
じ
よ
う
に
尭
・
舜
に
喩
え
ら
れ
、

そ
の
威
徳
を
賛
仰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
帝
の
並
立
が
詠
ま
れ
る
こ
と
で
、
父
で
あ
る

宇
多
の
権
威
が
、
そ
の
分
限
を
越
え
て
高
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
、
尭
・
舜

に
は
血
の
繋
が
り
が
な
い
の
に
対
し
て
、
宇
多
・
醍
醐
は
実
の
父
子
で
あ
る
。
も
し
、
父
子

で
あ
る
こ
と
自
体
が
重
視
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
宇
多
の
血
筋
は
二
人
も
の
有
徳
者
を
輩
出
し

た
、
と
い
う
、
血
統
に
対
す
る
賛
美
も
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
当
該
詩
の
賦
さ
れ
た
、
朝
観
行
幸
と
い
う
場
の
論
理
で
あ
る
。

こ
の
儀
礼
の
特
徴
は
、
律
令
制
の
頂
点
に
あ
る
天
皇
が
、
父
母
の
前
で
は
孝
子
と
し
て
振
る

ま
い
、
自
ら
を
下
位
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
父
母
子
の
関
係
を
再
確
認
し
、
連

帯
を
強
化
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
（
1
8
）
。
な
ら
ば
、
「
二
天
」
は
、
子
の
醍
醐
が
下
位
に

な
り
、
父
の
宇
多
が
上
位
に
な
る
、
朝
観
行
幸
の
場
に
お
い
て
こ
そ
可
能
な
表
現
で
あ
っ
た
、

と
い
え
な
い
か
。

　
ま
た
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
正
月
三
日
の
朝
観
行
幸
が
、
宇
多
と

醍
醐
に
と
っ
て
初
め
て
の
朝
観
行
幸
で
あ
る
、
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
1
9
）
。
だ
と
す
れ
ば
、

両
帝
の
連
帯
は
、
な
お
さ
ら
意
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
前
年
の
昌
泰
元
年
十
月
、
宇
多

は
道
真
ら
近
臣
を
連
れ
て
、
大
規
模
な
片
野
・
宮
滝
御
幸
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
契
機
と

し
て
、
醍
醐
・
時
平
派
の
宇
多
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
矢
面

に
立
っ
た
と
目
さ
れ
る
の
が
、
道
真
ら
、
御
幸
に
お
い
て
漢
詩
や
和
歌
を
詠
ん
だ
近
臣
で
あ

る
（
2
0
）
。
も
と
も
と
、
道
真
は
、
宇
多
の
恩
寵
に
よ
っ
て
、
儒
家
出
身
と
し
て
は
異
例
の
出

世
を
続
け
て
お
り
、
非
常
に
不
安
定
な
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
れ
が
後
に
、
左
遷
事
件
を
誘
発

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
状
態
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
が
、
昌
泰
二
年
の
朝
観
行

幸
な
の
で
あ
る
。
道
真
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
儀
式
の
上
と
い
え
ど
も
、
両
帝
の
連
帯
が
確

認
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
悦
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
し
か
し
、
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
言
説
も
あ
る
。
『
孟
子
』
「
万
章
章
句
上
」
、

孟
子
日
、
　
「
：
⊥
尭
老
而
舜
摂
也
。
…
孔
子
日
、
天
無
二
二
日
一
、
民
無
二
二
王
【
。

為
二
天
子
一
牟
3
又
帥
二
天
下
諸
侯
一
、
以
為
二
尭
三
年
喪
一
、
是
二
天
子
　
。

舜
既
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（
孟
子
曰
く
、
「
…
尭
老
し
て
舜
摂
す
る
な
り
。
…
孔
子
曰
く
、
『
天
に
二
日
無
く
、
民
に

二
王
無
し
』
と
。
舜
既
に
天
子
為
り
。
又
天
下
の
諸
侯
を
帥
ゐ
て
、
以
て
発
の
三
年
の

喪
を
為
さ
ば
、
是
れ
二
天
子
な
り
」
と
。
」
と
。
）
（
2
1
v

で
あ
る
。
「
天
無
二
日
」
は
有
名
な
文
句
で
、
儒
教
思
想
の
テ
キ
ス
ト
に
散
見
す
る
。
例
え
ば
、

『
礼
記
』
「
喪
服
四
制
」
の
「
天
無
二
二
日
一
、
土
無
二
二
王
　
、
国
無
三
一
君
一
、
家
無
二
二
尊
一
。

以
レ
一
治
レ
之
也
。
（
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
く
、
国
に
二
君
無
く
、
家
に

二
尊
無
し
。
一
を
以
て
之
を
治
む
る
な
り
。
）
」
§
、
　
『
礼
記
』
　
「
坊
記
」
の
「
子
云
、
天

無
二
二
日
｝
、
土
無
二
二
王
一
、
家
無
二
二
主
一
、
尊
無
二
二
上
一
。
示
三
民
有
二
君
臣
之
別
一
也
。
（
子

云
は
く
、
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
く
、
家
に
二
主
無
く
、
尊
に
二
上
無
し
。
民
に
君

臣
の
別
有
る
を
示
す
な
り
。
）
」
（
2
3
）
な
ど
で
あ
る
。
最
上
の
物
、
絶
対
者
は
一
人
で
し
か
な

い
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
『
史
記
』
巻
八
十
二
・
田
単
列

伝
第
二
十
二
、

忠
臣
不
レ
事
三
一
君
一
、
貞
女
不
レ
更
二
二
夫
一

　
　
　
　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

（
忠
臣
は
二
君
に
事
へ
ず
。
貞
女
は
二
夫
を
更
へ
ず
）

（
2
4
）

が
あ
る
。
忠
臣
が
「
二
君
」
、
二
人
の
君
主
に
同
時
に
仕
え
る
の
は
道
義
に
反
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
「
二
天
」
が
恩
人
の
意
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
「
天
」
は

絶
対
的
な
存
在
な
の
で
こ
の
世
に
ひ
と
つ
し
か
な
い
、
と
述
べ
た
が
、
「
天
無
二
日
」
と
い
う

言
説
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
表
す
の
で
あ
る
。
絶
対
者
が
二
人
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と

は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
に
仕
え
る
側
の
倫
理
を
規
定
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
「
二
天
」
と
い
う
語
は
、
宇
多
の
父
と
し
て
の
権
威
を
誇
張
す
る
一
方
で
、
そ
の

宇
多
の
越
権
行
為
ゆ
え
に
、
道
真
が
危
機
的
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

忠
臣
の
倫
理
に
背
い
て
、
宇
多
と
醍
醐
と
い
う
二
人
の
王
に
仕
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、

苦
悩
が
読
み
取
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
お
わ
り
に

　
以
上
の
検
討
で
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
菅
原
道
真
の
「
賦
二
殿
前
梅
花
一
、
応
二
太
皇
製
こ
（
巻
六
・
四
五
二
）
は
、
道
真
が
、
宇
多

と
醍
醐
と
い
う
二
人
の
王
に
ま
み
え
た
僥
倖
を
う
た
う
も
の
で
、
「
二
天
」
と
い
う
語
は
直
接

的
に
は
宇
多
と
醍
醐
を
表
す
。
そ
の
背
景
を
探
っ
て
み
る
と
、
一
般
的
に
は
恩
人
の
意
で
あ

る
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』
の
嵯
峨
上
皇
と
淳
和
上
皇
を
指
し
示
す
用
例
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

重
要
な
の
は
、
張
説
の
「
東
都
酷
宴
」
に
お
け
る
用
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
二
天
」
が

古
代
中
国
の
聖
帝
尭
と
舜
を
表
し
、
容
宗
と
玄
宗
を
称
賛
す
る
比
喩
と
な
っ
て
い
た
。
し
か

も
、
そ
れ
は
、
前
代
の
帝
で
父
で
あ
る
側
に
有
利
に
は
た
ら
い
て
い
た
。
当
該
作
品
に
お
い

て
も
、
宇
多
と
醍
醐
が
尭
と
舜
に
喩
え
ら
れ
、
そ
の
威
徳
が
賛
仰
さ
れ
る
と
同
時
に
、
宇
多

の
権
威
が
高
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
加
え
て
、
発
と
舜
が
父
子
で
な
い
の
に
対
し
て
、

宇
多
と
醍
醐
は
実
の
父
子
で
あ
る
、
と
い
う
血
統
に
対
す
る
賛
美
も
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
詠
作
の
場
で
あ
る
朝
観
行
幸
に
特
有
の
、
天
皇
が
父
母
に
対
し
て
へ
り
く
だ
り
、
父
母

子
の
連
帯
を
強
化
す
る
、
と
い
う
論
理
に
基
づ
け
ば
、
「
二
天
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
場
に
お

い
て
の
み
、
可
能
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
が
宇
多
と
醍
醐
に
と
つ
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て
初
め
て
の
朝
観
行
幸
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
齪
酷
の
あ
っ
た
両
帝
と
、

そ
の
狭
間
に
あ
っ
た
道
真
に
と
っ
て
は
、
な
お
さ
ら
連
帯
が
意
識
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か

し
、
そ
の
反
面
、
二
人
の
君
主
に
仕
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
忠
臣
の
倫
理
に
惇
る
こ
と
で
あ

つ
た
。
従
っ
て
、
コ
一
天
」
に
は
、
宇
多
と
醍
醐
に
同
時
に
仕
え
、
窮
地
に
立
た
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
、
道
真
の
苦
悩
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
く
る
と
、
嵯
峨
と
淳
和
の
「
二
天
」
や
、
日
本
の
太
上
天
皇

と
中
国
の
太
上
皇
帝
の
相
違
点
、
道
真
を
取
り
巻
い
て
い
た
「
詩
人
無
用
論
」
な
ど
、
論
じ

る
べ
き
問
題
は
多
い
が
、
ひ
と
ま
ず
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
大
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
日
本
文
学
専
攻
）

注
（
1
）
所
功
「
、
寛
平
の
治
”
の
再
検
討
」
『
菅
原
道
真
の
実
像
』
臨
川
書
店
、
平
成
十
四
年

　
三
月
。
後
篇
研
究
論
考
／
第
四
章
、
八
六
頁
（
※
初
出
原
題
「
、
寛
平
の
治
”
の
再
検

　
討
ー
寛
平
前
後
の
公
卿
人
事
を
中
心
と
し
て
ー
」
「
皇
学
館
大
学
紀
要
」
第
五
輯
、
昭
和

　
四
十
二
年
一
月
）

（
2
）
目
崎
徳
衛
「
宇
多
上
皇
の
院
と
国
政
」
古
代
学
協
会
（
編
）
『
延
喜
天
暦
時
代
の
研
究
』

　
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
四
十
四
年
四
月

（
3
）
河
内
祥
輔
「
宇
多
「
院
政
」
論
」
『
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
吉
川
弘

　
文
館
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
。
第
七
章

（
4
）
『
菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』
の
本
文
は
、
川
口
久
雄
（
校
注
）
『
菅
家
文
草
菅
家
後
集
』

　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
｝
年
十
月
）
に
よ
る
が
、
旧
字
体
は
通

　
行
の
字
体
に
改
め
た
。
以
下
、
巻
数
と
作
品
番
号
の
み
記
す
。

（
5
）
筆
者
は
、
当
該
詩
の
「
梅
花
」
と
「
松
」
「
竹
」
に
つ
い
て
、
道
真
の
「
詩
人
」
と
い

う
自
己
規
定
と
関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
菅
原
道
真
と
宇
多
上
皇
ー

　
『
菅
家
文
草
』
巻
六
・
四
五
二
番
詩
の
「
梅
花
」
と
「
松
」
「
竹
」
1
」
「
明
治
大
学
日
本

文
学
」
第
三
十
一
号
、
平
成
十
六
年
四
月
発
行
予
定
）
。
内
容
的
に
重
複
す
る
箇
所
も
あ

る
が
、
御
参
看
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
6
）
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

（
7
）
川
口
（
4
）
前
掲
書

（
8
）
拙
稿
（
5
）
前
掲
論
文

（
9
）
谷
口
孝
介
「
古
今
集
へ
の
道
－
宇
多
院
と
菅
原
道
真
⊥
『
古
今
集
と
漢
文
学
』
和
漢

比
較
文
学
叢
書
第
十
一
巻
、
汲
古
書
院
、
平
成
四
年
九
月
。
六
七
頁

（
1
0
）
原
文
は
普
及
版
国
史
大
系
本
三
九
七
頁
に
よ
る
。
訓
読
は
、
武
田
祐
吉
・
佐
藤
謙
三
（
訓

読
）
『
訓
読
日
本
三
代
実
録
』
臨
川
書
店
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
、
七
三
六
頁
に
よ
る
。

（
1
1
）
目
崎
徳
衛
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」
「
日
本
歴
史
」
昭
和
四
十
四
年
一
月

（
1
2
）
張
説
は
唐
の
洛
陽
の
人
で
、
字
は
道
済
、
ま
た
は
説
之
。
詮
は
文
貞
で
あ
る
。
権
門
の

　
出
身
で
は
な
い
が
、
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
の
制
挙
に
合
格
し
て
出
世
し
た
。
太
子
校
書
、

　
左
右
補
閾
を
歴
任
す
る
が
、
武
周
時
代
末
年
に
嶺
南
（
広
東
）
へ
左
遷
さ
れ
る
。
中
宗
復

　
位
の
と
き
に
宮
廷
へ
戻
り
、
容
宗
の
時
代
に
宰
相
と
な
る
。
先
天
二
年
（
七
＝
二
）
、
玄

　
宗
が
太
平
公
主
を
珠
伐
し
た
後
に
は
中
書
令
と
な
る
が
、
再
び
左
遷
さ
れ
る
。
開
元
四
年

　
（
七
一
六
）
に
は
復
活
し
、
同
九
年
、
宰
相
と
な
る
。
同
十
三
年
、
張
説
の
発
案
で
玄
宗

　
に
よ
る
封
禅
が
行
わ
れ
、
隆
盛
を
極
め
る
が
、
そ
れ
が
も
と
で
弾
劾
さ
れ
て
失
脚
す
る
。

　
宮
廷
詩
人
と
し
て
も
高
名
で
、
特
に
左
遷
の
の
ち
は
ま
す
ま
す
凄
み
を
増
し
た
と
い
わ
れ

　
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
詠
ん
だ
時
点
で
は
、
宰
相
で
あ
っ
た
。
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（
1
3
）
同
作
品
は
『
全
唐
詩
』
巻
八
十
八
・
張
説
四
（
中
華
書
局
本
・
第
三
冊
九
六
九
頁
）
に

も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
卑
安
石
の
東
都
留
守
就
任
は
、
『
旧
唐
書
』
本
紀
第
七
・
容
宗
（
李
旦
）
の
景
雲
二
年

　
（
七
＝
）
十
月
甲
辰
条
に
、
「
章
安
石
為
尚
書
左
僕
射
、
東
都
留
守
（
章
安
石
を
尚
書

左
僕
射
・
東
都
留
守
と
為
す
）
」
（
一
五
八
頁
）
と
み
え
る
。

（
1
5
）
全
釈
漢
文
大
系
本
五
四
四
頁

（
1
6
）
全
釈
漢
文
大
系
本
六
三
頁

（
1
7
）
『
新
唐
書
』
本
紀
第
五
・
容
宗
で
は
、
「
八
月
庚
子
、
立
皇
太
子
為
皇
帝
、
以
聴
小
事
；

自
尊
為
太
上
皇
、
以
聴
大
事
」
（
＝
九
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
鈴
木
景
二
「
日
本
古
代
の
行
幸
」
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
」
第
一
二
五
号
、
平
成
元
年
十
二
月
。

四
一
頁
。
服
藤
早
苗
「
王
権
の
父
母
子
秩
序
の
成
立
－
朝
観
・
朝
拝
を
中
心
に
ー
」
十
世

紀
研
究
会
（
編
）
『
中
世
成
立
期
の
政
治
文
化
』
東
京
堂
出
版
、
平
成
十
一
年
五
月
。
六

　
九
頁

（
1
9
）
宇
多
の
譲
位
は
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
の
寛
平
十
年
（
1
1

昌
泰
元
年
）
正
月
に
朝
観
行
幸
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
2
0
）
藤
原
克
己
「
詩
人
鴻
儒
菅
原
道
真
」
『
菅
原
道
真
と
平
安
朝
漢
文
学
』
東
京
大
学
出
版

会
、
平
成
十
三
年
五
月
。
皿
菅
原
道
真
の
詩
と
思
想
／
1
、
二
一
＝
頁
（
※
初
出
原
題
「
平

安
朝
の
知
識
人
」
文
章
道
と
菅
原
道
真
1
」
相
良
亨
・
他
（
編
）
『
講
座
日
本
思
想
2
　
知

性
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
）

（
2
1
）
全
釈
漢
文
大
系
本
三
一
八
ー
三
二
〇
頁

（
2
2
）
全
釈
漢
文
大
系
本
上
巻
五
＝
二
頁

（
2
3
）
全
釈
漢
文
大
系
本
下
巻
二
百
四
頁

（
2
4
）
新
釈
漢
文
大
系
本
九
（
列
伝
二
）
巻
二
八
八
頁

一120－
　（73）


